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自転車は車のなかまです。

自転車は、道路交通法で軽車両に位置付けられた「車のなかま」です。

交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

交通ルールを守りましょう！

自転車を安全に利用するための５つのルール

①自転車は、車道を走るのが原則。歩道は例外です。

②車道は左側を通行しましょう。

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

・危険な「ながら運転」の禁止（傘、スマホ、イヤホン）

⑤自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用し自転車損害賠償保険等に加

入しましょう。（北海道自転車条例）



不法投棄をすると、1,000万円以下の罰金刑

または5年以下の懲役刑が科されるおそれがあります。

ごみの出し方は、住んでいる町やマンションやアパートによって違います。母国とは

ルールや考え方が違い、戸惑うことも多いかもしれません。ルールのとおりに分けてご

みを出すと、新しい資源になり、人にも地球にもよい環境になります。ルールを守って

ごみを出しましょう。

ゴミの不法投棄は犯罪です

「分別が細かすぎて持って行ってもらえない」

…家庭ゴミ７２キロ、技能実習生ら海岸に捨てる

昨年、大量の家庭ゴミを海岸に不法投棄したとして、外国人技能実習生の男２人と同僚の

日本人の男が「廃棄物処理法」違反容疑で逮捕されました。実習生は「日本は分別が細かす

ぎて、ゴミを出しても持って行ってもらえず処分に困って捨てた」と容疑を認めています。

３人は海岸に、空き瓶や一斗缶、ペットボトル、古着などが入ったゴミ袋１９袋（約７２

キロ）を不法投棄しました。実習生は回収してもらえないゴミ袋を

自宅に持ち帰ってため込み、同僚の男に処分を頼んだといい、男は

「２人が困っていたので、捨てるのに協力した」と話しています。



新成人おめでとうございます！

本
年
４
月
１
日
か
ら
、
成
年
年
齢
が
１
８
歳
に
引
き
下

げ
ら
れ
ま
し
た
。
２
０
２
２
年
４
月
１
日
時
点
で
１
８
歳
、

１
９
歳
の
方
は
、
同
日
を
も
っ
て
新
成
人
で
す
。
お
よ
そ
１

０
０
万
人
が
新
成
人
の
仲
間
入
り
を
し
ま
し
た
。

１
８
歳
に
な
る
と
、
親
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
契
約
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
親
権
に
服
す
こ
と
が
な
く
な
り
、

住
む
場
所
や
進
学
先
、
就
職
先
も
自
分
の
意
思
で
決
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

他
方
で
、
成
人
に
達
す
る
と
、
未
成
年
者
が
親
の
同
意
を

得
ず
に
し
た
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る
「
未
成
年
者

取
消
権
」
は
行
使
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
若
者
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
し
た
悪
徳
商
法
等
に
よ
る
消
費
者
被
害
の
拡
大
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
消
費
者
被
害
の
救
済
策
の
整
備

や
、
消
費
者
教
育
の
充
実
が
喫
緊
の
課
題
で
す
。

成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
に
よ
っ
て
も
、
飲
酒
や
喫
煙
が
で

き
る
年
齢
は
２
０
歳
が
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
で
乾
杯
！
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
大
人
へ
の

階
段
を
軽
や
か
に
上
り
始
め
た
皆
さ
ん
に
、
心
か
ら
エ
ー
ル

を
送
り
ま
す
。

法
律
事
務
所
だ
よ
り

あ
お
葉
法
律
事
務
所

弁
護
士

伊
藤

絢
子

２０２２年５月


